
令和４年１０月１日現在

基本料金

内　　 訳

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

２３，６４０円 ２５，０８０円 ２６，９４０円 ２８，４７０円 ３０，０９０円

（７８８円／１日） （８３６円／１日） （８９８円／１日） （９４９円／１日） （１，００３円／１日）

非該当

ランク３-②

ランク３-①

ランク２

ランク１

非該当

ランク２、３

ランク１

※市町村民税非課税世帯等の方には、申請により食費や居住費の負担限度額が適用される場合があります。

加算（利用者様全員に算定）

１月あたりの概算料金

負担限度額 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

非該当 ８２，０６０円 ８３，５６５円 ８５，５０８円 ８７，１０８円 ８８，８０１円

ランク３-② ７９，３００円 ８０，８０５円 ８２，７４８円 ８４，３４８円 ８６，０４１円

ランク３-① ５８，０００円 ５９，５０５円 ６１，４４８円 ６３，０４８円 ６４，７４１円

ランク２ ５０，２００円 ５１，７０５円 ５３，６４８円 ５５，２４８円 ５６，９４１円

ランク１ ３６，４００円 ３７，９０５円 ３９，８４８円 ４１，４４８円 ４３，１４１円

サービス提供体制強化加算(Ⅰ）

初期加算 　　９００円　（３０円／１日） 入所日から３０日間

夜勤職員配置加算 　　 ７２０円　（２４円／１日）　 国が定める基準を上回る職員を配置

　　  ５４０円　（１８円／１日）　

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） １６／１０００単位　（上記基本利用料及び加算に対し１．６％掛かります）

介護職員の６割以上の介護福祉士を配置

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画書情報加算 　 　　　　　　　 　　３３円／月  　　　　　　　  ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施計画の内容等の情報を、
厚生労働省へ提出した場合

栄養マネジメント強化加算 　　３３０円　（１１円／１日） 栄養ケア計画の作成・評価

口腔衛生管理加算 　　 ９０円／月　　　　　　　 口腔ケアに係る技術的助言・指導

医　療　法　人　　雄　仁　会

介護老人保健施設　岡の苑

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） ２１／１０００単位　（上記基本利用料及び加算に対し２．１％掛かります）

介護職員等ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ等支援加算 ８／１０００単位　（上記基本利用料及び加算に対し０．８％掛かります）

月額利用料　（３０日計算）

基本利用料

食　　 費 　　　　　　　１９，５００円　 　（６５０円／１日）

　　　　　　　１１，７００円　 　（３９０円／１日）

　　　　　　　  ９，０００円　　 （３００円／１日）

負担限度額

　　　　　　　４３，３５０円　（１，４４５円／１日）

利用料　（月額） 備　　考

負担限度額

　　　　　　　１１，３１０円　　 （３７７円／１日）

加　　 算

居 住 費 　　　　　　　１１，１００円　　 （３７０円／１日）

　　　　　　　  　　　　０円　 　（　　０円／１日）

　　　　　　　４０，８００円　（１，３６０円／１日）

介護老人保健施設 岡の苑入所 利用料金表



主な加算（該当する方に算定）

その他の料金

安全対策体制加算 ２０円／回  施設内での安全対策を設置し、組織的に安全対策を
実施し体制が整備された場合

排せつ支援加算（Ⅰ） 　 　　　　　　　 　　１０円／月  　　　　　　　 排泄にかかる要介護状態を軽減し、支援計画の作成、
評価をし計画の見直しを行った場合

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） ６０円／月 （Ⅰ）の要件に、加えて疾病の状況や服薬情報を
厚生労働省へ提出した場合

 　　　　１０円／３ヶ月に１回 褥瘡ケア計画に基づき褥瘡管理（予防）を行った場合

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） １３円／月 褥瘡ケア計画に基づき褥瘡管理（予防）を行った場合

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 　３円／月　　 褥瘡ケア計画に基づき褥瘡管理と評価を行った場合

医　療　法　人　　雄　仁　会

介護老人保健施設　岡の苑

洗濯代　（業者発注できます） 　３８０円 (税抜）／１回　（大ネット使用） ドライ洗濯　２４０円（税抜）／１枚

６，０００円　 　（２００円／１日）  ※当施設内での物品を希望される方。日 用 生 活 品 費

所定疾患施設療養費（Ⅱ） 　 　　　　　　 　　４７５円／１日　　　　　　　 肺炎、尿路感染症、帯状発疹、蜂窩織炎の治療をした場合

排せつ支援加算(Ⅲ） 　 　　　　　　　 　　２０円／月  　　　　　　　 排泄にかかる要介護状態を軽減し、入所時と比較し
改善しおむつ使用から無しに改善した場合

排せつ支援加算（Ⅱ） 　 　　　　　　　 　　１５円／月  　　　　　　　 排泄にかかる要介護状態を軽減し、入所時と比較し
改善しおむつ使用から無しに改善しつつある場合

認知症専門ケア加算（Ⅰ）　 　 　　　　　　 　　　　３円／１日　　　　　　　 認知症介護実践リーダー研修修了者を配置し
専門的な認知症ケアを実施

再入所時栄養連携加算 　 　　　　　　　 　２００円／１回　　　　　　　 再入所時に栄養管理が大きく異なる栄養管理となった場合

認知症専門ケア加算（Ⅱ）　

入退所前連携加算（Ⅱ）

所定疾患施設療養費（Ⅰ） 　 　　　　　　 　　２３９円／１日　　　　　　　 肺炎、尿路感染症、帯状発疹、蜂窩織炎の治療をした場合

項　　　目 利用料

※「介護保険負担割合証」の「利用者負担の割合」に準じ、「食費」、「居住費」、「日用品費」を除く利用料の利用者負担が倍になります。

科学的介護推進体制加算（Ⅰ） ４０円／月 ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症、その他入所者の
心身の状況、基本的な情報を厚生労働省へ提出

排せつ支援加算（経過） 　 　　　　　　　 　　１００円／月  　　　　　　　 排泄にかかる要介護状態を軽減し、支援を行った場合

褥瘡マネジメント加算（経過）

　 　　　　　　　 　４００円／１回　　　　　　　
退所に先立ち居宅介護支援事業者に対し、診療状況を示す

文章を添えて居宅サービスに必要な情報提供を行い、
居宅サービスの利用調整を行う場合

　 　　　　　　 　　　　４円／１日　　　　　　　 （Ⅰ）の要件、かつ認知症介護指導者養成研修修了者を
配置し指導等の実施

入退所前連携加算（Ⅰ） 　 　　　　　　　 　６００円／１回　　　　　　　 在宅復帰にあたり、入所前後から退所後に利用する居宅支援
事業者と連携し、退所後の居宅サービスの利用を定めた場合

自立支援促進加算 ３００円／月  寝たきり予防・重度化防止に向け自立支援計画を
策定し、ケアを行い評価した場合

口腔衛生管理加算Ⅱ 　 　　　　　　　 　１１０円／月  　　　　　　　 歯科衛生士による口腔ケアを実施し、管理に係る計画の
内容等の情報を厚生労働省へ提出した場合

認知症ケア加算 　　　　　　　　　　　７６円／１日　　　　　　　 認知症専門棟（３階、４階）入所者

加　　 算 利用料 備　　考

療養食加算 　　　　　　　　　　　　６円／１食　　　　　　　 肝臓病食や糖尿病食を提供した場合

短期集中リハビリテーション加算 　 　　　　　　 　　２４０円／１回  　　　　　　　 個別リハビリを行った場合（入所日から３ヶ月）

経口維持加算Ⅱ

経口維持加算Ⅰ 　 　　　　　　　 　４００円／月  　　　　　　　 管理栄養士による栄養管理を行った場合

　 　　　　　　　 　１００円／月  　　　　　　　 歯科衛生士、言語聴覚士による指導を行った場合


